
  
(R８.１)  

就労継続支援Ａ型事業を実施する事業主の皆さまへ  
  

    特定求職者雇用開発助成金における離職割合要件について  
  

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース及び生活保護受給者等雇用開発コース）では、過去に

この助成金を受給した就労継続支援Ａ型事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合（以

下の要件①または②のいずれかに該当する場合）、新たな対象労働者の雇い入れについて、この助成金を受

けることはできません。  

 

① 対象労働者の雇い入れ日よりも前にこの助成金の支給決定の対象となった者のうち、雇い入れ日 

から起算して１年を経過する日（以下、「確認日Ａ」）が基準期間内（対象労働者の雇い入れ日の 

前後６ヶ月間）にある者が５人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Ａの時点で離職し 

ている割合が 25％を超えている場合。 

 

② 対象労働者の雇い入れ日よりも前にこの助成金の支給決定対象者となった者のうち、助成対象期 

間の末日の翌日から起算して１年を経過する日（以下、「確認日Ｂ」）が基準期間内（対象労働者 

の雇い入れ日の前後６ヶ月間）にある者が５人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Ｂ 

の時点で離職している割合が 25％を超えている場合。 

 
 

 ＜上記の要件①について＞   
※離職割合(%)=(確認日 A が基準期間内にある人のうち確認日 A で離職している人)÷(確認日 A が基準期間内にある人) 
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＜上記の要件②について＞  
※離職割合(%)=(確認日 B が基準期間内にある人のうち確認日 B で離職している人)÷(確認日 B が基準期間内にある人)  

 

【注意事項】  
▶「離職」には、原則、理由を問わず、すべての離職を含みますが、「対象労働者の死亡」、「天災その他やむ

を得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇」、「同一事業所に継続して２年以上雇

用され、かつ６５歳以上の年齢で離職した人」、「就労継続支援Ａ型事業所のサービス利用者として雇用さ

れていた人であって、離職理由がＡ型事業所の支援を受けたことによる一般就労の移行である人」などの

場合は、「離職割合除外申立書」の提出・審査により、離職割合の算定より除外される場合があります。  

▶ 離職割合の要件の確認にあたって、関係書類の提出を求める場合があります。  

▶ 助成金の受給にあたっては、このほか各種要件があります。ご不明な点については、  

島根労働局 助成金相談センター（ＴＥＬ：０８５２－２０－７０２９）  

にお問い合わせください。 
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